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情報公開・個人情報保護審査会第１部会開催記録 

 

１ 日時   平成３１年２月４日（月）13:30～18:00 

２ 場所   情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員 岡田雄一部会長，池田陽子委員，下井康史委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：平成３１年（行情）諮問第３５号「町村議会のあり方に関する

研究会（第１回ないし第７回）の速記録の一部開示決定に関する

件」 

   諮問庁：総務大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：平成３１年（行情）諮問第４５号「「特定事件番号の決裁文書」

の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：平成３１年（行個）諮問第５号「本人に係る外部交通申告表（特

定年度 特定刑事施設）の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：平成３０年（行情）諮問第３７７号「特定刑事施設が保有する

特定年度監査資料（幹部職員名簿に係る部分）の一部開示決定に

関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：平成３０年（行情）諮問第４６４号「特定日に行われた特定個

人に対する面接で作成された調査書の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（６）事件名：平成３０年（行情）諮問第４６５号「特定個人が行った行政文

書開示請求等について手続を行わず不作為をした事件の報告書の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：平成３０年（行個）諮問第２３号「本人の仮放免取消に係る文

書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 
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   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：平成３０年（行個）諮問第８０号「本人の仮放免期間延長不許

可に関する文書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：法務大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：平成３０年（行個）諮問第１３５号「特定個人に係る土地売買

に関する補償金算定調書の一部開示決定に関する件」 

    諮問庁：内閣総理大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１０）事件名：平成３０年（行個）諮問第１７４号「本人による行政相談に

係る相談対応票の一部開示決定に関する件」 

    諮問庁：総務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１１）事件名：平成３０年（行情）諮問第４７３号「刑事施設及び受刑者の

処遇等に関する法律の改正等に際し作成された金品の取扱いに

関する文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１２）事件名：平成３０年（行個）諮問第６６号「本人が特定時期に北海道

管区行政評価局に行政相談したことが分かる文書等の不開示決

定（不存在）に関する件」 

    諮問庁：総務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１３）事件名：平成３０年（行情）諮問第４５３号「特定個人に係る特定番

号の裁決書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１４）事件名：平成３０年（行情）諮問第４９２号「「共同室願箋受付簿及

び単独室願箋受付簿（特定工場）」（特定刑事施設保有）の一

部開示決定に関する件」 

    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（１５）事件名：平成３０年（行情）諮問第６６２号「特定個人に係る特定刑

事施設の特定日時の懲罰審査会の議事録等の不開示決定に関す

る件」 
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    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（１６）事件名：平成３０年（行個）諮問第７５号「本人の帰化許可申請の手

続に関する文書の一部開示決定に関する件」 

    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（１７）事件名：平成３０年（行個）諮問第９１号「本人に係る人権侵犯事件

記録の一部開示決定に関する件」 

    諮問庁：法務大臣 

    調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 


